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(54)【発明の名称】 ＥＬ表示装置および製造方法

(57)【要約】
【課題】  リード端子に傷をつけずにまた絶縁フィルム
等を用いずにＥＬパネルの画素を簡便な方法で個別に測
定することが可能となるＥＬ表示装置およびその製造方
法を提供する。
【解決手段】  少なくとも一対の電極間に薄膜蛍光層を
有するＥＬ素子からなる複数種の画素ないし表示領域を
有し、この各種の画素ないし表示領域の電極と外部の回
路とを接続するための取り出し電極１１，１２，１３を
有し、前記同一種の取り出し電極のうち一種の取り出し
電極１３端部が、他の種の取り出し電極１１，１２端部
より長く突出して形成されている構成のＥＬ表示装置お
よびその製造方法とした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  少なくとも一対の電極間に薄膜蛍光層を
有するＥＬ素子からなる複数種の画素ないし表示領域を
有し、
この各種の画素ないし表示領域の電極と外部の回路とを
接続するための取り出し電極を有し、
前記同一種の取り出し電極のうち一種の取り出し電極端
部が、他の種の取り出し電極端部より長く突出して形成
されているＥＬ表示装置。
【請求項２】  さらに前記取り出し電極と直交する方向
の線条領域において、一種の取り出し電極のみが露出
し、他の種の取り出し電極が絶縁層で被覆されている領
域を有する請求項１のＥＬ素子。
【請求項３】  前記絶縁層の材料が、ＥＬ素子の構成材
料である請求項１または２のＥＬ表示装置。
【請求項４】  前記複数種の画素ないし表示領域は３原
色に対応した３種である請求項１～３のいずれかのＥＬ
表示装置。
【請求項５】  少なくとも一対の電極間に誘電体層また
は絶縁層と、薄膜蛍光層を有するＥＬ素子からなる複数
種の画素ないし表示領域を有するＥＬ表示装置の製造方
法であって、
前記誘電体層または絶縁体層を形成するに際し、
この誘電体層または絶縁体層構成材料により前記各種の
画素ないし表示領域の電極と外部の回路とを接続するた
めの取り出し電極の一部を被覆する工程を有するＥＬ表
示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、薄型でかつ平板状
の表示手段として好適に用いられるＥＬ（エレクトロル
ミネセンス）素子に関する。
【０００２】
【従来の技術】エレクトロルミネセンス（電界効果）と
いう現象を応用した無機物質からなる発光層を有する薄
膜ＥＬ素子は、発光デバイスとして平面薄型ディスプレ
イに用いられている。
【０００３】薄膜ＥＬ素子の発光色は、その素子のもつ
発光層の材料によって定まる。従来から、発光層の材料
として、母体材料にはＺｎＳ、ＣａＳ、ＳｒＳ等が選ば
れ、発光中心材料には、例えば遷移金属元素群の中から
選ばれている。
【０００４】これらの組み合わせにより、ＺｎＳ：Ｍｎ
等を用いた黄色発光素子、ＺｎＳ：Ｔｂ等を用いた緑色
発光素子、ＣａＳ：ＥｕあるいはＺｎＳ：Ｓｍ等を用い
た赤色発光素子、およびＳｒＳ：Ｃｅ或いはＺｎＳ：Ｔ
ｍ等を用いた青色発光素子等が知られている。
【０００５】また、白色発光素子としては、ＳｒＳ：Ｃ
ｅ，ＥｕあるいはＺｎＳ：Ｐｒ等の単膜発光層や、Ｓｒ
Ｓ：Ｃｅ／ＣａＳ：Ｅｕ、あるいは特開昭６２－７４９
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８６号公報に開示されているＳｒＳ：Ｃｅ／ＺｎＳ：Ｍ
ｎ等の積層発光層等が知られている。
【０００６】ところで、基板外周部に取り出し電極を持
つＥＬ素子のパネルにおいて、各画素の特性（輝度等）
を測定する場合、１画素ごとにクリップで挟んで点灯
し、個々にその点灯状態を確認していた。もしくは複数
のＥＬ素子を同時に接続し、測定を行っている。しか
し、このようなクリップを用いる手法では、クリップに
より配線に傷がつく恐れがある。また、任意の画素を個
別に測定するには、両側のリード電極と短絡してしまう
恐れがあった。
【０００７】これを回避するために、特開平４－３５１
８８１号公報に開示されているように、リード端子間を
絶縁フィルムで絶縁分離することにより測定するという
提案がなされている。
【０００８】しかし、この手法では新たに絶縁フィルム
を配置する工程が必要となる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】ＥＬ素子のパネルにお
いて、リード端子に傷をつけずにまた絶縁フィルム等を
用いずにＥＬパネルの画素を簡便な方法で個別に測定す
ることが可能となるＥＬ表示装置およびその製造方法を
提供する。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明では、例えば、パ
ネル内で連続する３本の取り出し電極のうち１本の長さ
を延長し、残りの２本の取り出し電極のうち１本と延長
した電極と共通する領域をＥＬ素子作製時の誘電体層
（絶縁体層）形成時に、同一材料でカバーする。このよ
うにして、取り出し電極と直角な方向における線条領域
で、１種のみが表面に露出する領域を形成することがで
きる。このようにして、ライン接触可能な治具の接触位
置をずらすだけで隣接したＲＧＢの画素を個別に測定す
ることが可能となる。
【００１１】すなわち、上記目的は以下の本発明の構成
により達成される。
（１）  少なくとも一対の電極間に薄膜蛍光層を有する
ＥＬ素子からなる複数種の画素ないし表示領域を有し、
この各種の画素ないし表示領域の電極と外部の回路とを
接続するための取り出し電極を有し、前記同一種の取り
出し電極のうち一種の取り出し電極端部が、他の種の取
り出し電極端部より長く突出して形成されているＥＬ表
示装置。
（２）  さらに前記取り出し電極と直交する方向の線条
領域において、一種の取り出し電極のみが露出し、他の
種の取り出し電極が絶縁層で被覆されている領域を有す
る上記（１）のＥＬ素子。
（３）  前記絶縁層の材料が、ＥＬ素子の構成材料であ
る上記（１）または（２）のＥＬ表示装置。
（４）  前記複数種の画素ないし表示領域は３原色に対
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3
応した３種である上記（１）～（３）のいずれかのＥＬ
表示装置。
（５）  少なくとも一対の電極間に誘電体層または絶縁
層と、薄膜蛍光層を有するＥＬ素子からなる複数種の画
素ないし表示領域を有するＥＬ表示装置の製造方法であ
って、前記誘電体層または絶縁体層を形成するに際し、
この誘電体層または絶縁体層構成材料により前記各種の
画素ないし表示領域の電極と外部の回路とを接続するた
めの取り出し電極の一部を被覆する工程を有するＥＬ表
示装置の製造方法。
【００１２】
【発明の実施の形態】本発明のＥＬ表示装置は、少なく
とも一対の電極間に薄膜蛍光層を有するＥＬ素子からな
る複数種の画素ないし表示領域を有し、この各種の画素
ないし表示領域の電極と外部の回路とを接続するための
取り出し電極を有し、前記同一種の取り出し電極のうち
一種の取り出し電極端部が、他の種の取り出し電極端部
より長く突出して形成されているものである。
【００１３】さらに好ましくは前記取り出し電極と直交
する方向の線条領域において、一種の取り出し電極のみ
が露出し、他の種の取り出し電極が絶縁層で被覆されて
いる領域を有する。
【００１４】このように、複数種の取り出し電極のうち
１種のみ他の電極より長く形成し、残りの種の取り出し
電極は、それぞれ直交する方向での線条領域において、
一種の取り出し電極のみが露出し、他の種の取り出し電
極が絶縁層で被覆されるようにすることで、取り出し電
極と直交する方向の線条領域に、各取り出し電極のうち
一種のみが露出する領域を形成することができる。そし
て、その線条領域上に、試験用の治具をあてがい電気的
な導通を図ることで極めて効率よく、測定、試験を行う
ことができる。
【００１５】ここで、本発明における線条領域とは、複
数の取り出し電極を横切るように基板上に形成される任
意の幅の直線状の領域、換言すれば帯状の領域であり、
後述する取り出し電極と電気的に接続される治具を接触
可能な幅を有する領域である。線条領域は、直線状であ
ることが好ましいが、場合によっては多少のうねりや曲
がりを有する形状であってもよい。この線条領域は、所
定の領域が確保されていれば、マーカーや線条領域自体
の印刷により、直接目視確認できるようにしてもよい
し、基板上での所定の位置関係が解るような種々の処置
が施されているものでもよい。
【００１６】ここで、同一種の画素ないし表示領域と
は、例えば同一の色や、形状、意味付けがなされた画素
ないし表示領域をいい、通常一つのカテゴリー、グルー
プに属する物として同様に処理される。このため、配線
電極、取り出し電極も各種毎に処理される場合が多い。
より具体的には、フルカラーディスプレイにおける３原
色の各色がそれぞれの種に対応する。以下の説明も、３
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原色ディスプレイを例に取り説明する。
【００１７】以下、本発明の実施形態について説明す
る。図１は、本発明におけるＥＬ素子の構造断面図であ
る。ＥＬ素子は電気絶縁性を有する基板１上に、所定の
パターンを有する下部電極層（第１電極層）２と、その
上に誘電体層３さらに誘電体層上に絶縁体層４、発光層
５、薄膜絶縁体層６、透明電極層（第２電極層）７が積
層された構造である。尚、絶縁体層４、６は省略しても
よい。
【００１８】下部電極層と上部透明電極層はそれぞれス
トライプ状に形成され、互いに直交する方向に配置され
る。この下部電極層と上部透明電極層をそれぞれ選択
し、両電極の直交部の発光層に選択的に電源８から電圧
を印加することによって特定画素の発光を得ることが可
能である。
【００１９】下部電極層は、複数のストライプ状のパタ
ーンを有するように形成され、その線幅が１画素の幅と
なる。ライン間のスペースは非発光領域となるため極力
ライン間のスペースを小さくしておくことが好ましく、
目的とするディスプレーの解像度にもよるが、例えば線
幅２００～５００μm 、スペース２０μm 程度が必要で
ある。
【００２０】また、基板外周部には図２に示すように素
子完成後、モジュールとして動作させるためのＦＰＣあ
るいはＴＣＰなどの信号ケーブルとの接続領域、つまり
取り出し電極１１，１２，１３が必要となる。これは素
子の画素数にもよるがケーブルとの接続ピッチや位置合
わせの関係から決まる。通常線幅５０～３００μm 、ス
ペース５０～３００μm 程度が必要である。取り出し電
極１１，１２，１３の構成はデバイスのサイズ、要求さ
れる仕様によって異なるが、通常上下左右から均等に分
割して配置されることが多い。これらの配置された配線
を簡便な直線の接触式の冶具で測定可能とするＥＬ素子
のパネルの製造方法を示す。
【００２１】上記したＥＬ素子は単一発光層のものを例
示したが、本発明のＥＬ素子の構成では、このような構
成に限定されるものではなく、膜厚方向に発光層を複数
積層しても良いし、マトリックス状にそれぞれ種類の異
なる発光層（画素）を組み合わせて平面的に配置するよ
うな構成としたときに特に効果がある。
【００２２】本発明において、異なる発光層を分離して
ＲＧＢのフルカラーのストライプを形成したＥＬ素子の
場合を以下に示す。
【００２３】〔第１の態様〕片側から連続した画素の信
号を取り出す電極の配線のパターン例を図３に示す。こ
の例では、マトリクス状に形成された配線電極が蛍光層
を挟んで形成されているＥＬパネル１０を有する（図中
詳細な構造は省略している）。そして、このＥＬパネル
１０の配線電極と接続され、これから延出する３原色の
Ｒ，Ｇ，Ｂに対応した取り出し電極Ｒ１１、取り出し電
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5
極Ｇ１２、取り出し電極Ｂ１３を有し、これらは連続し
たラインで、かつ３本（種）に１本（種）の取り出し電
極１３の端部のみ延長して形成している。延長する長さ
は、用いる治具やディスプレイの大きさ、仕様により適
切な大きさとすればよい。具体的には、好ましくは０．
５～５mm、より好ましくは１～２mm程度である。延長す
る取り出し電極は、必ずしも上記例の青色（Ｂ）１３で
ある必要はなく、測定、試験に都合のよい電極とすれば
よい。
【００２４】また、好ましくは前記取り出し電極と直交
する方向の特定の線条領域において、一種の取り出し電
極のみが露出し、他の種の取り出し電極が絶縁層で被覆
されている領域を有する。具体的には図４に示すよう
に、絶縁膜（誘電体膜）で取り出し電極１１、１３上の
領域１６と取り出し電極１２、１３上の領域１５を同時
に被覆する。絶縁膜（誘電体膜）の被覆は、ＥＬ構成材
料である絶縁膜（誘電体膜）構成材料を用い、ＥＬ製造
工程中の絶縁膜（誘電体膜）形成工程で同時に被覆する
とよい。このようにすることで、ＥＬ素子形成工程と、
取り出し電極被覆工程を同一工程内で行うことができ、
新たな工程を増やすこともなく、材料種を増やすことも
ない。
【００２５】より具体的に製造方法について説明する。
先ず、基板上にストライプ状の第１電極を形成するにあ
たり、ＲＧＢに分割する電極の取り出し電極のうち１本
を外側に好ましくは１～２mm延長した形で形成する。
【００２６】さらに、第２誘電体層（絶縁層）形成時に
デポマスクあるいはパターニングによりその電極上の好
ましくは１～２mm内側の領域を隣接する取り出し電極上
と同じ位置で露出する。さらに好ましくはその１～２mm
内側に延長した取り出し電極と１つ離れた取り出し電極
を同様に露出して誘電体層（絶縁層）を同時に形成す
る。その後続けて発光層、誘電体層、透明電極を形成
し、ＥＬ素子を得る。
【００２７】このようにして形成された本発明のＥＬ表
示装置は、図５に示すようにパネルの取り出し電極１
１，１２，１３に対してこれと直交する方向の線条領域
Ｐ１～Ｐ４において、特定の１種のみ露出した領域を形
成することができる。
【００２８】例えば、図５において、線条領域Ｐ１の位
置で治具と接触させることにより取り出し電極Ｂ１３の
配線の画素（Blue）のみが発光する。また、線条領域Ｐ
２の位置で接触させることによりすべての取り出し電極
Ｒ，Ｇ，Ｂ１１～１３の配線の画素が発光する。さら
に、Ｐ３の領域で接触させることによって取り出し電極
Ｇ１２の配線の画素（Green）のみ、Ｐ４の領域で接触
させることにより取り出し電極Ｒ１１の配線の画素（Re
d）のみが発光する。
【００２９】このように、取り出し電極と測定治具の接
触位置をずらすことによりＲＧＢ個別の画素の測定、全
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画素の測定が可能になる。また個別の素子のエージング
にも使用可能となる。
【００３０】本発明における測定治具は、上記線条領域
上にあてがい、取り出し電極１１～１３と接触させるこ
とにより電気的導通を図ることができるものであれば特
に限定されるものではない。具体的には、取り出し電極
の接触部分として、ゴムなどの弾性部材の表面（接触
面）に金属箔を配置したもの、リン青銅のように弾性を
有する金属を撓ませて直接接触子としたものや、異方性
導電ゴム、細い金属線や炭素線のブラシ状のものを横一
列に配置したもの等を挙げることができる。
【００３１】測定治具の大きさとしては、その長さがパ
ネルの取り出し電極形成領域よりも大きいことが必要で
あり、幅は上記絶縁層形成領域よりも短いことが必要で
ある。具体的な幅としては０．５～５mm、好ましくは
１．０～２．０mm程度である。従って、線条領域はこの
幅と同等か、治具同士が干渉しないようにしたり、絶縁
性を確保するために、それよりも大きいことが望まし
い。
【００３２】測定治具は上記接触部分で取り出し電極と
電気的に接続されると共に、接触部分と電気的に接続さ
れているケーブルその他の導電体材料により、電源回
路、測定回路、試験回路等と接続され、ＥＬ素子の測
定、試験に必要な電圧、電流を供給できるようになって
いる。
【００３３】〔第２の態様〕ＲＧＢの画素を交互に上下
から取り出す電極の配線のパターン例を図６に示す。こ
の例における本発明の構成を図７に示す。この例でも上
記第１の態様同様に、連続したライン中の取り出し電極
３本に１本の取り出し電極Ｂ２３，２６のみ延長して形
成している。
【００３４】また、上記第１の態様（片側）の場合と同
様に絶縁膜（誘電体膜）で、領域２７、２７’、２８、
２８’を被覆形成している。
【００３５】完成したパネルの取り出し電極と測定治具
とを、領線条領域Ｐ１，Ｐ１’の位置で接触させること
により取り出し電極Ｂ２３，２６の画素（Blue）のみ発
光する。また、線条領域Ｐ２，Ｐ２’の位置で接触させ
ることによりすべての画素が発光する。さらに、線条領
域Ｐ３，Ｐ３’で接触させることにより取り出し電極Ｇ
２２，２５の画素（Green）のみ、線条領域Ｐ４，Ｐ
４’で接触させることにより取り出し電極Ｒ２１，２４
の画素（Red）のみが発光する。
【００３６】このように、本発明によれば、複雑で、細
かな形状を必要とせず、単に直線的な接触を行う測定治
具を用いるだけで、個々の種の画素を個別に動作させる
ことが可能である。
【００３７】なお、これらの被覆された膜は測定後、不
必要であればエッチングなどの処理で選択的に除去可能
なので信号取り出しの接続の際には問題とはならない。
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7
【００３８】〔ＥＬ素子〕基板は電気絶縁性を有しその
上に形成される下部電極層、誘電体層を汚染することな
く、所定の耐熱強度を維持できるもので有れば特に限定
されるものではない。
【００３９】具体的な材料としては、アルミナ（Ａｌ

2

Ｏ
3
）、石英ガラス（ＳｉＯ

2
）、マグネシア（Ｍｇ

Ｏ）、フォルステライト（２ＭｇＯ・ＳｉＯ
2
）、ステ

アタイト（ＭｇＯ・ＳｉＯ
2
）、ムライト（３Ａｌ

2
Ｏ
3

・２ＳｉＯ
2
）、ベリリア（ＢｅＯ）、ジルコニア（Ｚ

ｒＯ
2
）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、窒化シリコン

（ＳｉＮ）、炭化シリコン（ＳｉＣ）等のセラミック基
板や結晶化ガラスや、高耐熱ガラス等を用いてもよく、
またホウロウ処理を行った金属基板等も使用可能であ
る。
【００４０】下部電極層は、表示装置を単純マトリクス
タイプとする場合、複数のストライプ状のパターンを有
するように形成される。また、その線幅が１画素の幅と
なり、ライン間のスペースは非発光領域となるため、極
力ライン間のスペースを小さくしておくことが好まし
い。具体的には、目的とするディスプレーの解像度にも
よるが、例えば線幅２００～５００μｍ、スペース２０
～５０μｍ程度が必要である。
【００４１】下部電極層の材料としては、高い導電性が
得られ、かつ誘電体層形成時にダメージを受けず、さら
に誘電体層や発光層と反応性が低い材料が好ましい。こ
のような下部電極層材料としては、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、
Ｉｒ、Ａｇ等の貴金属や、Ａｕ－Ｐｄ、Ａｕ－Ｐｔ、Ａ
ｇ－Ｐｄ，Ａｇ－Ｐｔ等の貴金属合金や、Ａｇ－Ｐｄ－
Ｃｕ等の貴金属を主成分とし非金属元素を添加した電極
材料が誘電体層焼成時の酸化雰囲気に対する耐酸化性が
容易に得られるため好ましい。また、ＩＴＯやＳｎＯ

2

（ネサ膜）、ＺｎＯ－Ａｌ等の酸化物導電性材料を用い
てもよく、さらに、Ｎｉ，Ｃｕ等の卑金属を用い、誘電
体層を焼成するときの酸素分圧をこれらの非金属が酸化
されない範囲に設定して用いることもできる。
【００４２】下部電極層の形成方法としては、スパッタ
法、蒸着法、めっき法等の公知の技術を用いればよい。
【００４３】また、電極には、金液（liquid gold, gol
d resinate, bright gold）と称する材料により形成さ
れたものを用いてもよい。この金液、水金と称する材料
は、テルペン系の溶剤に金を有機金属化合物の形で、通
常４～２５％程度含有させたもので、褐色で粘性のある
液体である。この金液を用いることにより、５０～５０
０nmと極めて薄く、緻密な金膜が得られる。
【００４４】この金液は、テルペンに可溶で、粘度を自
由に調製できることから、スプレー法、スクリーン印刷
等、種々の塗布、印刷法により電極パターンを形成する
ことができる。
【００４５】塗布された金液は、乾燥した後、４５０～
８５０℃程度の加熱処理により、金の配線パターンに形

8
成される。
【００４６】誘電体層を形成する厚膜誘電体材料として
は、各種の材料が考えられるが、基板材料の耐熱性の制
約を考えると低温形成可能な組成であることが望まし
い。
【００４７】例えばＢａＴｉＯ

3
 、（Ｂａ

x
Ｃａ

1-x
）Ｔ

ｉＯ
3
 、（Ｂａ

x
Ｓｒ

1-x
）ＴｉＯ

3
、ＰｂＴｉＯ

3
 、Ｐ

ｂ（Ｚｒ
x
Ｔｉ

1-x
）
3
 等のペロブスカイト構造を有する

誘電体、強誘電体材料や、Ｐｂ（Ｍｇ
1/3
Ｎｉ

2/3
）Ｏ

3
 

等に代表される複合ペロブスカイトリラクサー型強誘電
体材料や、Ｂｉ

4
Ｔｉ

3
Ｏ
12
 、ＳｒＢｉ

2
Ｔａ

2
Ｏ
9
 に代

表されるビスマス層状化合物、（Ｓｒ
x
Ｂａ

1-x
）Ｎｂ

2

Ｏ
6
 、ＰｂＮｂ

2
Ｏ
6
 等に代表されるタングステンブロ

ンズ型強誘電体材料等が、誘電率が高く、焼成が容易な
ことから好ましい。
【００４８】また、その組成に鉛を含んだ誘電体材料
は、酸化鉛の融点が８８８℃と低く、かつ酸化鉛と他の
酸化物系材料、例えばＳｉＯ

2
 やＣｕＯ、Ｂｉ

2
Ｏ

3
 、

Ｆｅ
2
Ｏ
3
 等との間で７００℃から８００℃程度の低温

で液相が形成されるため低温で焼成が容易であり、かつ
高誘電率を得やすいため好ましい。例えばＰｂ（Ｚｒ

x

Ｔｉ
1-x
）Ｏ

3
等のペロブスカイト構造誘電体材料や、Ｐ

ｂ（Ｍｇ
1/3
Ｎｉ

2/3
）Ｏ

3
等に代表される複合ペロブス

カイトリラクサー型強誘電体材料や、ＰｂＮｂＯ
6
等に

代表されるタングステンブロンズ型強誘電体材料等が挙
げられる。これらは、８００～９００℃の焼成温度で容
易に比誘電率１０００～１００００の誘電体を形成する
ことができる。
【００４９】厚膜誘電体の膜厚は、電極の段差や製造工
程のゴミ等によって形成されるピンホールを排除するた
め厚いことが必要とされ、少なくとも１０μm以上、好
ましくは１５μm以上が必要となる。
【００５０】形成された厚膜誘電体層上には、溶液塗布
焼成法により絶縁体層として第２の誘電体層を形成する
ことが望ましい。
【００５１】溶液塗布焼成法とは、ゾルゲル法やＭＯＤ
法等の誘電体材料の前駆体溶液を基板に塗布し、焼成に
よって誘電体層を形成する方法である。
【００５２】ゾルゲル法とは、一般には溶媒に溶かした
金属アルコキシドに所定量の水を加え、加水分解、重縮
合反応させてできるＭ－Ｏ－Ｍ結合を持つゾルの前駆体
溶液を基板に塗布し焼成させることによって膜形成をす
る方法である。また、ＭＯＤ（ Metallo-Organic Decom
position ）法とは、Ｍ－Ｏ結合を持つカルボン酸の金
属塩などを有機溶媒に溶かして前駆体溶液を形成し、基
板に塗布し焼成させることによって膜形成をする方法で
ある。ここで前駆体溶液とはゾルゲル法、ＭＯＤ法など
の膜形成法において原料化合物が溶媒に溶解されて生成
する中間化合物を含む溶液を指す。
【００５３】ゾルゲル法とＭＯＤ法は、完全に別個の方
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法ではなく、相互に組み合わせて用いることが一般的で
ある。例えばＰＺＴの膜を形成する際、Ｐｂ源として酢
酸鉛を用い、Ｔｉ，Ｚｒ源としてアルコキシドを用いて
溶液を調整することが一般的である。また、ゾルゲル法
とＭＯＤ法の二つの方法を総称してゾルゲル法と呼ぶ場
合もあるが、いずれの場合も前駆体溶液を基板に塗布
し、焼成する事によって膜を形成することから本明細書
では溶液塗布焼成法とする。また、サブミクロンサイズ
の誘電体粒子と誘電体の前駆体溶液を混合した溶液であ
っても本発明の誘電体の前駆体溶液に含まれ、その溶液
を基板に塗布焼成する場合であっても本発明の溶液塗布
焼成法に含まれる。
【００５４】溶液塗布焼成法は、ゾルゲル法、ＭＯＤ法
いずれの場合も、誘電体を構成する元素がサブミクロン
以下のオーダーで均一に混合されるため、厚膜法による
誘電体形成のような本質的にセラミックス粉体焼結を用
いた手法と比較して、極めて低温で緻密な誘電体を合成
することが可能である点が特徴である。
【００５５】溶液塗布焼成法を用いる最大の目的は、こ
の方法で形成された誘電体層の特徴として、前駆体溶液
を塗布し焼成する工程をへて形成されるため、基板の凹
み部には厚く、凸部には薄く層が形成されるため、基板
表面の段差が平坦化される点にあり、ＥＬ素子の厚膜セ
ラミックス誘電体層の表面平坦性を著しく改善し、この
上に形成される薄膜発光層の均一性を大幅に改善するこ
とができることにある。
【００５６】したがって、溶液塗布焼成法によって形成
する誘電体層の膜厚は厚膜表面の凹凸を十分に平坦化す
るためには０．５μm以上、好ましくは１μm以上が望ま
しい。
【００５７】このため、その比誘電率は少しでも高い方
が望ましく、少なくとも２５０以上、好ましくは５００
以上である。
【００５８】溶液塗布焼成法によって形成する第２の誘
電体層の誘電体材料としては、例えばＢａＴｉＯ

3
 、

（Ｂａ
x
Ｃａ

1-x
）ＴｉＯ

3
 、（Ｂａ

x
Ｓｒ

1-x
）ＴｉＯ

3
 、ＰｂＴｉＯ

3
 、Ｐｂ（Ｚｒ

x
Ｔｉ

1-x
）Ｏ

3
 等のペロ

ブスカイト構造を有する誘電体、強誘電体材料や、Ｐｂ
（Ｍｇ

1/3
Ｎｉ

2/3
）Ｏ

3
 等に代表される複合ペロブスカ

イトリラクサー型強誘電体材料や、Ｂｉ
4
Ｔｉ

3
Ｏ
12
 、

ＳｒＢｉ
2
Ｔａ

2
Ｏ

9
 に代表されるビスマス層状化合物、

（Ｓｒ
x
Ｂａ

1-x
）Ｎｂ

2
Ｏ
6
 、ＰｂＮｂＯ

6
 等に代表さ

れるタングステンブロンズ型強誘電体材料等が挙げられ
る。これらのなかでも、ＢａＴｉＯ

3
 やＰＺＴ等のペロ

ブスカイト構造を有する強誘電体材料が、誘電率が高
く、比較的低温での形成が容易であるため好ましい。
【００５９】発光層の材料としては特に限定されない
が、前述したＭｎをドープしたＺｎＳ等の公知の材料が
使用できる。これらの中でも、ＳｒＳ：Ｃｅは優れた特
性を得られることから特に好ましい。

10
【００６０】また、３種類の赤、緑、青の発光層を得る
ＥＬ蛍光体薄膜としては、アルカリ土類硫化物、アルカ
リ土類酸化物、アルカリ土類チオアルミネート、アルカ
リ土類アルミネート、アルカリ土類チオガレード、アル
カリ土類ガレード、アルカリ土類インデート、アルカリ
土類チオインデートのいずれかの母体材料を用いること
ができる。さらに、発光中心としては、例えばＥｕ等を
添加したものが挙げられる。
【００６１】ここで、赤色、緑色、青色の発光とは、少
なくとも６００～７００nmの波長帯域のうちに発光極大
波長を有するものを赤色、少なくとも５００～６００nm
の波長帯域のうちに発光極大波長を有するものを緑色、
少なくとも４００～５００nmの波長帯域のうちに発光極
大波長を有するものを青色の発光とする。
【００６２】発光層の膜厚としては、特に制限されるも
のではないが、厚すぎると駆動電圧が上昇し、薄すぎる
と発光効率が低下する。具体的には、発光体材料にもよ
るが、好ましくは１００～２０００nm程度である。
【００６３】発光層の形成方法は、気相堆積法を用いる
ことが可能である。気相堆積法としては、スパッタ法や
蒸着法等の物理的気相堆積法やＣＶＤ法等の化学的気相
堆積法が好ましい。また、前述したように特にＳｒＳ：
Ｃｅの発光層を形成する場合には、Ｈ

2
Ｓ雰囲気下、エ

レクトロンビーム蒸着法により成膜中の基板温度を５０
０℃～６００℃に保持して形成すると、高純度の発光層
を得ることが可能である。
【００６４】発光層の形成後、好ましくは加熱処理を行
う。加熱処理は、基板側から電極層、誘電体層、発光層
と積層した後に行っても良いし、基板側から電極層、誘
電体層、発光層、薄膜誘電体層、あるいはこれに電極層
を形成した後に加熱処理（キャップアニール）を行って
も良い。熱処理の温度は形成する発光層によるが、好ま
しくは３００℃以上、より好ましくは４００℃以上であ
り、誘電体層の焼成温度以下である。処理時間は１０～
６００分であることが好ましい。加熱処理時の雰囲気と
しては、発光層の材料、形成条件により真空（減圧）、
空気、Ｎ

2
 ，Ｈ

2
Ｓ、ＨｅおよびＡｒ等から選択すれば

よい。
【００６５】薄膜誘電体層は、省略しても良いがこれを
有することが好ましい。
【００６６】この薄膜誘電体層は、その機能として発光
層との間の界面の電子状態を調節し発光層への電子注入
を安定化、効率化する事と、この電子状態が発光層の両
面で対称的に構成することにより交流駆動時の発光特性
の正負対称性を改善することが主要な目的であり、発光
層、誘電体層の役割である絶縁耐圧を保持する機能を考
慮する必要はないため膜厚は小さくて良い。
【００６７】この薄膜誘電体層は、抵抗率として、１０
8Ω・cm以上、特に１０10～１０18Ω・cm程度が好まし
い。また、比較的高い比誘電率を有する物質であること
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11
が好ましく、その比誘電率εとしては、好ましくはε＝
３以上である。この薄膜誘電体層の構成材料としては、
例えば酸化シリコン（ＳｉＯ

2
）、窒化シリコン（Ｓｉ

Ｎ）、酸化タンタル（Ｔａ
2
Ｏ
5
）、酸化イットリウム

（Ｙ
2
Ｏ
3
）、ジルコニア（ＺｒＯ

2
）、シリコンオキシ

ナイトライド（ＳｉＯＮ）、アルミナ（Ａｌ
2
Ｏ
3
）、等

を用いることができる。また、薄膜誘電体層を形成する
方法としては、スパッタ法や蒸着法、ＣＶＤ法を用いる
ことができる。また、薄膜誘電体層の膜厚としては、好
ましくは１０～１０００nm、特に好ましくは２０～２０
０nm程度である。
【００６８】透明電極層は、膜厚０．２μm ～１μm の
ＩＴＯやＳｎＯ

2
（ネサ膜）、ＺｎＯ－Ａｌ等の酸化物

導電性材料等が用いられる。透明電極層の形成方法とし
ては、スパッタ法のほか蒸着法等の公知の技術を用いれ
ばよい。
【００６９】
【実施例】以下に本発明の実施例を具体的に示しさらに
詳細に説明する。
（実施例１）９９．６％純度のアルミナ基板を表面研磨
し、この基板上にスパッタリング法により微量添加物を
添加したＡｕ薄膜を１μm の厚さに形成し、７００℃で
熱処理を行って安定化した。このＡｕ薄膜をフォトエッ
チング法を用いて発光領域は所定の画素サイズ分離し
た。
【００７０】ＥＬ素子の画素サイズは３６０μm ピッチ
のＲＧＢのストライプとして横（Column）３２０本、縦
（Row）２４０本の画素をもつ構成とした。このときコ
ラム電極の分離したＲＧＢの線幅は均等に線幅１００μ
m 、スペース２０μm で形成した。
【００７１】配線電極の取り出しはロウ電極は左右交互
に取り出しをもつ構成、コラム電極は上下１２０本ずつ
分割し、それぞれ上下より３２０×３本の電極を引き出
す構成とした。このとき実際に電圧を印可する電極数は
左右各１２０本、上下各９６０本とした。
【００７２】配線接続のピッチとしてロウ電極は電極幅
２８０μm 、スペース１８０μm コラム電極は電極幅１
８０μm 、スペース１３０μm とした。
【００７３】図６に、コラム電極の取り出し電極のパタ
ーンを示す。電極はＲＧＢの繰り返しで１～９６０本が
上下に形成される。このとき、図７に示すように３の倍
数であるＢのライン（取り出し電極Ｂ）２３，２６のみ
１．５mm外側に延長して形成した。
【００７４】この基板に第一誘電体層としてスクリーン
印刷法を用いて発光領域に鉛系誘電体層であるＰＺＴ誘
電体層を１０μm 形成した。印刷後８００℃で焼成を行
った。
【００７５】第一誘電体層の平坦化層としてゾルゲル液
を用いてＰＺＴ前駆体溶液を基板にスピンコーティング
法にて塗布し、７００℃で１５分間焼成する作業を２回

12
繰り返した。
【００７６】上記基板上に、薄膜絶縁層としてＡｌ

2
Ｏ
3

 膜：５０nmと発光層としてＳｒＳ：Ｃｅ：５００nmを
エレクトロンビーム蒸着法によりＨ

2
Ｓ雰囲気下、成膜

中の基板温度を４５０℃に保持して形成した。さらに上
部絶縁体層としてＡｌ

2
Ｏ
3
膜：５０nmを形成した。

【００７７】さらに、この基板上にネガレジストを、
３．０μm スピンコート法により形成し、通常のホトリ
ソ工程を用いて青の画素の以外の発光領域表面の窓開け
とあわせて配線領域上の部分のレジストを除去した。
【００７８】図７に取り出し電極上のレジスト除去領域
を示す。取り出し電極２１，２５および２２，２４の線
端から１．５mm内側で電極２１，２３および２４，２６
上の領域２８を幅１．５mmにわたってレジストを除去し
た。同様に１．５mmの間隔をおいて、電極２３，２５お
よび２２，２６上の領域２７を幅１．５mmにわたってレ
ジストを除去した。
【００７９】上記基板を無機酸に浸漬することにより緑
および赤上の発光層を除去した。
【００８０】上記基板上に緑と赤の発光層としてＺｎＭ
ｇＳ：Ｍｎ、２００nmを、エレクトロンビーム蒸着法に
よりＨ

2
Ｓ雰囲気下、成膜中の基板温度を１５０℃に保

持して形成した。さらに上部絶縁体層としてＡｌ
2
Ｏ
3
 

膜、５０nmを形成した。
【００８１】薄膜形成後、有機溶剤を用いてリフトオフ
を行い不要部分の薄膜絶縁体、発光層をネガレジストと
ともに除去した。
【００８２】上記基板をＮ

2
 雰囲気５００℃で３０分間

の熱処理を行った。
【００８３】上記基板上に、ネガレジストを用いて通常
のホトリソ工程を用いて下部の電極と直行するような状
態で赤、緑、青の各画素を分離するように幅１００μm
 、スペース２０μm のパターン形成を行った。このと
きスペース部分にレジストを残す形とした。
【００８４】次に、透明電極としてＩＴＯ薄膜をスパッ
タリング法により０．５μm 形成した。薄膜形成後、有
機溶剤を用いてリフトオフを行いスペース部分のＩＴＯ
薄膜を除去した。
【００８５】さらに、引き出し電極としてＡｌ薄膜をス
パッタリング法を用いて形成し、透明電極と下部電極間
を接続してＥＬ素子とした。
【００８６】完成したパネルの片側、あるいは両側のロ
ウ電極に１mm幅の直線状の導電性ゴムが付属したクリッ
プで接触させた。
【００８７】同様に幅１mmの導電性ゴムの付属したクリ
ップ（治具）をコラム電極の配線にも接続し、下部電
極、上部透明電極の間に１５０Hzのパルス幅５０μｓに
て電圧を印加することにより測定した。
【００８８】図７に測定時のクリップの接触位置を示
す。取り出し電極と直交して幅１mmのクリップを線条領
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13
域Ｐ１，Ｐ１’の位置に接触させたところＥＬ素子の青
の画素のみが選択的に点灯した。
【００８９】同様に、線条領域Ｐ３，Ｐ３’の位置に接
触させたところＥＬ素子の緑の画素のみが選択的に点灯
した。
【００９０】同様に、Ｐ４，Ｐ４’の位置に接触させた
ところＥＬ素子の赤の画素のみが選択的に点灯した。
【００９１】同様に、Ｐ２，Ｐ２’の位置に接触させた
ところＥＬ素子の赤、緑、青全ての画素が点灯した。
【００９２】これらの結果から電極配線を本発明の構成
で分離した取り出し電極を持つＥＬ素子は個別の画素を
分離して点灯させることが可能であることが明らかであ
る。
【００９３】（実施例２）９９．６％純度のアルミナ基
板を表面研磨し、この基板上にスパッタリング法により
微量添加物を添加したＡｕ薄膜を１μm の厚さに形成
し、７００℃で熱処理を行って安定化した。このＡｕ薄
膜をフォトエッチング法を用いて発光領域は所定の画素
サイズ分離した。
【００９４】ＥＬ素子の画素サイズは３６０μm ピッチ
のＲＧＢのストライプとして横（Column）３２０本、縦
（Row）２４０本の画素をもつ構成とした。このときコ
ラム電極の分離したＲＧＢの線幅は均等に線幅１００μ
m 、スペース２０μm で形成した。
【００９５】配線電極の取り出しはロウ電極は左右交互
に取り出しをもつ構成、コラム電極は上下１２０本ずつ
分割し、それぞれ上下より３２０×３ラインの電極を引
き出す構成とした。このとき実際に電圧を印可する電極
数は左右各１２０本、上下各９６０本とした。
【００９６】配線接続のピッチとしてロウ電極は電極幅
１３０μm 、スペース１８０μm 、コラム電極は電極幅
１８０μm 、スペース１３０μm とした。
【００９７】図６にコラム電極の取り出し電極のパター
ンを示す。電極はＲＧＢの繰り返しで１～９６０ライン
が上下に形成されている。このとき、図７に示すように
３の倍数であるＢのライン２３，２６のみ１．５mm外側
に延長して形成した。
【００９８】この基板に第一誘電体層としてスクリーン
印刷法を用いて発光領域に鉛系誘電体層であるＰＺＴ誘
電体層を１０μm 形成した。このとき、図７に示すよう
に取り出し電極２１，２５および２２，２４の線端から
１．５mm内側で電極２１，２３および２２，２６上の領
域２８に幅１．５mmにわたって誘電体を印刷した。同様
に１．５mmの間隔をおいて、電極２３，２５および２
２，２６上の領域２７に幅１．５mmにわたって誘電体を
印刷した。これらは発光領域の印刷時に同時に行った。
印刷後８００℃で焼成を行った。
【００９９】第一誘電体層の平坦化層として、ゾルゲル
液を用いてＰＺＴ前駆体溶液を基板にスピンコーティン
グ法にて塗布し、７００℃で１５分間焼成する作業を２
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回繰り返した。
【０１００】上記基板上に、薄膜絶縁層としてＡｌ

2
Ｏ
3

 膜５０nmと発光層としてＳｒＳ：Ｃｅ、５００nmをエ
レクトロンビーム蒸着法によりＨ

2
Ｓ雰囲気下、成膜中

の基板温度を４５０℃に保持して形成した。さらに上部
絶縁体層としてＡｌ

2
Ｏ
3
 膜、５０nmを形成した。

【０１０１】上記基板上にネガレジストを３．０μm ス
ピンコート法により形成し、通常のホトリソ工程を用い
て青の画素の以外の発光領域表面の窓開けを行った。
【０１０２】上記基板を無機酸に浸漬することにより緑
および赤上の発光層を除去した。
【０１０３】上記基板上に緑と赤の発光層としてＺｎＭ
ｇＳ：Ｍｎ、２００nmをエレクトロンビーム蒸着法によ
りＨ

2
Ｓ雰囲気下、成膜中の基板温度を１５０℃に保持

して形成した。さらに上部絶縁体層としてＡｌ
2
Ｏ

3
 

膜、５０nmを形成した。
【０１０４】薄膜形成後、有機溶剤を用いてリフトオフ
を行い不要部分の薄膜絶縁体、発光層をネガレジストと
ともに除去した。
【０１０５】上記基板をＮ

2
 雰囲気５００℃で３０分間

の熱処理を行った。
【０１０６】上記基板上にネガレジストを用いて通常の
ホトリソ工程を用いて下部の電極と直行するような状態
で赤、緑、青の各画素を分離するように幅１００μm 、
スペース２０μm のパターン形成を行った。このときス
ペース部分にレジストを残す形とした。
【０１０７】次に、透明電極としてＩＴＯ薄膜をスパッ
タリング法により０．５μm 形成した。薄膜形成後、有
機溶剤を用いてリフトオフを行い、スペース部分のＩＴ
Ｏ薄膜を除去した。
【０１０８】さらに、引き出し電極としてＡｌ薄膜をス
パッタリング法を用いて形成し、透明電極と下部電極間
を接続してＥＬ素子とした。
【０１０９】完成したパネルの片側あるいは両側のロウ
電極に１mm幅の直線状の導電性ゴムが付属したクリップ
で接触させた。
【０１１０】同様に幅１mmの導電性ゴムの付属したクリ
ップをコラム電極の配線にも接続し、下部電極、上部透
明電極の間に１５０Hzのパルス幅５０μｓにて電圧を印
加することにより測定した。
【０１１１】実施例１と同様に、図７に測定時のクリッ
プ（治具）の接触位置を示す。取り出し電極と直交して
幅１mmのクリップを線条領域Ｐ１，Ｐ１’の位置に接触
させたところＥＬ素子の青の画素のみが選択的に点灯し
た。
【０１１２】同様に、線条領域Ｐ３，Ｐ３’の位置に接
触させたところＥＬ素子の緑の画素のみが選択的に点灯
した。
【０１１３】同様に、Ｐ４，Ｐ４’の位置に接触させた
ところＥＬ素子の赤の画素のみが選択的に点灯した。
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【０１１４】同様に、Ｐ２，Ｐ２’の位置に接触させた
ところＥＬ素子の赤、緑、青全ての画素が点灯した。
【０１１５】これらの結果から電極配線を本発明の構成
で分離した取り出し電極を持つＥＬ素子は、簡単な治具
で極めて容易に個別の画素を分離して点灯させることが
可能であることが明らかである。
【０１１６】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、リード端
子に傷をつけずにまた絶縁フィルム等を用いずにＥＬパ
ネルの画素を簡便な方法で個別に測定することが可能と
なるＥＬ表示装置およびその製造方法を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＥＬ素子の構成例を示す一部断面構造図であ
る。
【図２】ＥＬ素子片側取り出し電極の構成例を示す平面
図である。
【図３】本発明の第１の態様である延長したＥＬ素子片
側取り出し電極パターンを示す平面図である。 *

16
*【図４】本発明の第１の態様である絶縁膜を形成する領
域を示した片側取り出し電極パターンを示す平面図であ
る。
【図５】治具の接触する領域を示した片側取り出し電極
パターンを示す平面図である。
【図６】両側取り出し電極パターンを示す平面図であ
る。
【図７】本発明の第２の態様である絶縁膜を形成する領
域を示した両側取り出し電極パターンを示す平面図であ
る。
【符号の説明】
１    基板
２    下部電極層
３    誘電体層
４    絶縁体層
５    発光層
６    薄膜絶縁体層
７    上部電極（透明電極）
１０    ＥＬパネル

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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